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１  公 募 に 至 る 背 景                           

○  前 橋市（以 下「市 」と いう 。）で は、第七次 前橋 市 総合計 画２ ０２ １ 年度

改訂版（以 下「第 七次総 合計 画」と いう 。）の中 で、将 来都市 像と して 掲 げ

て い る 「 新 し い 価 値 の 創 造 都 市 ・ 前 橋 」 を 実 現 す る た め に 掲 げ た ６ つ の 柱

の う ち 、「 持 続 可 能 な ま ち づ く り 」 を 目 指 す た め に 、「 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ

メ ン ト の 推 進 」 を 重 点 事 業 と し て 位 置 付 け 、 行 財 政 運 営 の 最 適 化 を 図 っ て

います 。  

 

〇  こ の こ と か ら 、 市 は 市 有 資 産 の 利 活 用 や 効 率 的 な 維 持 管 理 等 の 改 革 を具

体的に 推進 する た め「前 橋市 市有資 産活用 基本 方針」を策定 し 、「長 寿命 化

の 推 進」、「 保 有 総 量 の 縮 減 」 及 び 「 効 率 的 利 活 用 の 推 進 」 を フ ァ シ リ テ ィ

マネジ メン ト の ３ 本柱と して 定め ま した。  

 

○  前 橋高 等職 業 訓練校（以 下「訓 練校 」とい う 。）は 、職 業能力 開発 促 進法

（ 昭 和 ４ ４ 年 法 律 第 ６ ４ 号 ） に 基 づ き 、 労 働 者 の 経 済 的 社 会 的 地 位 の 向 上

や 経 済 の 発 展 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と し て 、 現 在 ま で 、 多 く の 有 能 な 人 材

育 成 や 支 援 を 行 っ て き ま し た が 、 時 代 の 要 請 に 基 づ い た 更 な る 充 実 が 求 め

られて いま す。  

 

〇  訓 練 校 は 、 小 屋 原 町 に あ る 永 明 公 民 館 が 上 大 島 町 へ 移 転 し た た め 、 空 き

施設の 有効 活用 と して 、令和 5 年 ９月 に旧永 明公 民館 へ 移転す る予 定で す。 

 

〇  訓 練 校 の 移 転 後 は 空 き 施 設 と な る こ と か ら 、 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ント

におけ る「 保 有総 量 の 縮 減」の 観点 に基づ き、訓 練校 の土地・建物 を売 却す

ること と し ます 。  

  そ こ で 、 桂 萱 地 区 に お け る 文 教 施 設 集 積 地 と い う 本 事 業 用 地 （ 訓 練 校）

の 立 地 を 活 か し 、 当 該 周 辺 地 域 の 活 性 化 や 将 来 人 材 の 育 成 及 び 雇 用 の 拡 大

に繋が る 事 業 提 案 を広く 公募 する も のです 。  
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【参考 】市 ホー ム ページ リン ク先  

○第七 次前 橋市 総 合計画 ２０ ２１ 年 度改訂 版  

https://www.city.maebashi.gunma.jp /soshiki /seisaku/seisakusuishin /

gyomu/5/1/1/27813.html  

○前橋 市公 共施 設 等総合 管理 計画  

https://www.city.maebashi.gunma.jp /soshiki /zaimu/shisankeiei /gyom

u/3/1/3318.html  

○前橋 市 市 有資 産 活用方 針  

https://www.city.maebashi.gunma.jp /soshiki /zaimu/shisankeiei /gyom

u/3/1/3316.html 

○前橋 市 都 市計 画 マスタ ープ ラン  

https://www.city.maebashi.gunma.jp /soshiki/toshikeikakubu/toshikeikaku

/gyomu/3/4/23349.html 
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２  公 募 の 概 要                             

(1) 事業名 称  

前橋高 等職 業訓 練 校跡地 活 用 事業  

 

 (2) 事業 目的  

本市で は、『 第七 次 前橋市 総合 計画 ２ ０２１ 年度 改正 版 』に おい て、将

来都 市 像「 新 し い 価値 の 創造 都 市 ・ 前橋 」 の実 現 に 向 け、 フ ァシ リ ティ

マネ ジ メン ト の 推 進に よ り行 財 政 運 営の 最 適化 を 図 っ てい く こと と して

いま す 。 こ の 度 、 前橋 高 等職 業 訓 練 校の 移 転を 契 機 と し、 フ ァシ リ ティ

マネ ジ メン ト に お ける 資 産保 有 総 量 縮減 の 観点 に 基 づ き、 事 業提 案 型公

募によ り 土 地及 び 建物の 売却 を 実 施 するこ とと しま す 。  

 

 (3) 提案 手法  

事 業者 は 、「 ５ 企 画 提案 書 作 成要 領 」 に基 づ き 、 活 用 事 業の 概 要 や 土

地建物 購入 価格 な どにつ いて 市に 提 案 して くだ さい 。  

 

 (4) 事業 の対 象 範囲  

  ① 土地 ・建 物 の概要  

施 設 名  前 橋 高 等 職 業 訓 練 校  

所 在 地  前 橋 市 石 関 町 １ ２ ２ 番 地 ７  

土 地  

前 橋 市 石 関 町 １ ２ ２ 番 地 １  1,793.46 ㎡  宅 地  

前 橋 市 石 関 町 １ ２ ２ 番 地 ７  3,944.01 ㎡  宅 地  

前 橋 市 石 関 町 １ ２ ２ 番 地 ８  3.97 ㎡  宅 地  

建 物  

【 本 校 舎 】  
鉄 骨 造 金 属 板 葺 ２ 階 建  建 築 面 積：  514.00 ㎡  

H3 年 3 月 建 築  延 床 面 積：1,018.00 ㎡  

【 造 園 科 倉 庫 】  

（ 物 置 ）  

鉄 骨 造 金 属 板 葺 平 屋  建 築 面 積 ：   36.19 ㎡  

H3 年 3 月 建 築  延 床 面 積 ：   36.19 ㎡  

【 木 工 作 業 場 】  

（ 第 ６ 教 室 ）  

軽 量 鉄 骨 造 金 属 板 葺 平 屋  建 築 面 積 ：   97.20 ㎡  

H9 年 6 月 建 築  延 床 面 積 ：   97.20 ㎡  

【 エ ク ス テ リ ア 棟 】  

（ 木 工 機 械 置 場 ）  

軽 量 鉄 骨 造 金 属 板 葺 平 屋  建 築 面 積 ：   97.20 ㎡  

H9 年 6 月 建 築  延 床 面 積 ：   97.20 ㎡  

建 物 の 登 記  無 し  
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  ② 法令 に基 づ く制限  

 

  ③ 設備 等の 状 況  

都 市 計 画  区 域 区 分 ： 市 街 化 調 整 区 域  

建 蔽 率 ： 70％  容 積 率 ： 200％  

・ 新 築 若 し く は 用 途 変 更 等 が 伴 う 場 合 は 、 都 市 計 画

法 の 開 発 許 可 が 必 要 と な り ま す 。  

・ 既 存 建 物 の 使 用 に あ た り 、 開 発 許 可 が 必 要 と な る

場 合 が あ り ま す 。  

そ の 他 法 令 規 制  ・ 建 築 基 準 法 、 都 市 再 生 特 別 措 置 法 （ 立 地 適 正 化 計

画 ）、景 観 条 例 等 に つ い て は 、事 業 応 募 者 で 確 認 を お

願 い い た し ま す 。  

電 気  東 電 パ ワ ー グ リ ッ ド （ 株 ）  ※ 公 募 時 の 契 約 者  

ガ ス  休 止 （ プ ロ パ ン ガ ス 撤 去 済 み ）  

上 水 道  有  管 種 DIPT100  既 存 引 込 管 VLP50 

下 水 道  済 （ 現 在 １ ヶ 所 ）、 追 加 取 出 し 可  

※ 取 付 管 の 新 設 １ 管 毎 に 分 担 金 ３ ０ 万 円 要  

空 調 設 備  平 成 ２ ５ 年 度 に 本 校 舎 １ 階 執 務 室 、 第 １ 教 室 、 第 ２

教 室 、 ２ 階 第 １ 会 議 室 、 第 ３ 教 室 、 第 ４ 教 室 、 第 ５

教 室 の エ ア コ ン の 入 れ 替 え を 行 い ま し た が 、 天 井 埋

込 の 旧 エ ア コ ン は 、使 用 不 可 の 状 態 で 廊 下 や 執 務 室 、

教 室 等 に 残 っ て い ま す 。  

ま た 、 別 棟 の 第 ６ 教 室 に も エ ア コ ン （ 平 成 ６ 年 製 ）

は あ り ま す が 、 エ ク ス テ リ ア 棟 に は 設 置 さ れ て い ま

せ ん 。 空 冷 式 個 別 空 調 設 備 の た め 、 ボ イ ラ ー 等 の 設

備 は あ り ま せ ん 。  

給 水 設 備  水 道 水 は 飲 料 用 と し て 使 用 で き ま す 。  

給 湯 器 の 設 備 （ ガ ス や 電 気 ） は あ り ま す が 長 期 間 使

用 し て い な い た め 、 温 水 等 を 利 用 す る 場 合 、 給 湯 器

の 交 換 が 必 要 と 思 わ れ ま す 。  

排 水 設 備  排 水 は 公 共 下 水 で 外 ト イ レ も 含 め 水 洗 ト イ レ で す 。  

受 変 電 設 備  平 成 ２ ７ 年 度 に 高 圧 受 電 か ら 低 圧 受 電 に 切 り 替 え を

行 っ て お り 、 屋 外 配 電 盤 （ 旧 受 変 電 設 備 （ キ ュ ー ビ
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④特記 事項  

ア  法 令等 の適 用 につい て、応 募者 の責任 で確 認の う え、適 用する 法

令等の 規定 を遵 守 すると とも に、関 係機関 との 協議 を 十分に 行っ て

くださ い。  

イ  本 件土 地は 、 境界確 認 実 施済 で す。  

ウ  買 受範 囲は 事 業対象 の土 地・建 物全体 とし、 一部 だけを 買い 受け

る提案 はで きま せ ん。また、付随 す る自転 車置 き場 や 照明灯 等を 含

めた売 却と なり ま す。  

エ  隣 接 す る 学 校 法 人 未 来 学 園 に 学 生 駐 車 場 ・ 案 内 看 板 設 置 と し て 、

現 在、敷地 の一 部 を貸与 して いま す 。優先 交渉 権者 は 、学校 法人 未

来 学園 と 別 途、 協 議をお 願い しま す 。  

オ  樹 木の 一部 は 訓練校 の移 転先 に 移植し ます が、引 き渡し 時に、 移

植が完 了し てい な い場合 もあ りま す 。ま た 、庭 石、工作 物（ 塀な ど）

の 一部 は残 った ま まとな りま す。  

カ  優 先交 渉権 者 は、敷地 内の電 柱（ 東京電 力パ ワー グ リッド（ 株））

につい て、 賃貸 借 契約の 継続 をお 願 いしま す。  

キ  土 地・ 建物の 引き渡 しは 令和 ６ 年２月 頃 に なり ま す 。ま た、 移 転

（令和 ５年 ９月 頃 ）まで は、 訓練 校 として 使用 され ま す 。  

 

ク ル ））を 使 用 す る に は 、更 新 が 必 要 な 状 況 で す 。（ 設

置 か ら ３ ０ 年 以 上 経 過 し 、経 年 劣 化 が み ら れ る た め ）

当 該 設 備 は 高 濃 度 PCB が 使 用 さ れ た 機 器 の 対 象 外

の た め 、 PCB 含 有 調 査 は 実 施 し て い ま せ ん 。  

換 気 設 備  換 気 扇 は 屋 外 棟 を 含 め 、 全 教 室 と 執 務 室 等 に あ り ま

す 。  

ア ス ベ ス ト  ア ス ベ ス ト 含 有 調 査 は 実 施 し て い ま せ ん 。  

放 送 設 備  本 校 舎 内 の 放 送 設 備 は 、 ２ 階 の 第 ３ 教 室 ～ 第 ５ 教 室

の 天 井 に ス ピ ー カ ー は あ り ま す が 、 使 用 で き る か 確

認 が 必 要 で す 。  

インタ ーネ ット 環 境  本 校 舎 １ 階 執 務 室 の み イ ン タ ー ネ ッ ト 回 線 が あ

ります 。 ※ 使用 に は別途 契約 が必 要 です。  

埋蔵物  未調査 のた め不 明 です。  

浸水想 定  想定浸 水深 ０． ５ ｍ～３ ．０ ｍ  
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登 利平  
桃 の木 川  
グ ラン ド  

【位置 図】  

 

 前 橋 工 業 高 校  

前 橋 市 場  

健 康 づ く り 財 団

園  

美 容 学 園  

 
前橋職業訓練協会  

前橋高等職業訓練校  

国 道 ５ ０ 号  

桃 の 木 川  

上 毛 電 鉄  

市 立 特 別  

支 援 学 校  

＜ 交 通 案 内 ＞  

〇 上 毛 電 鉄  

 赤 坂 駅 、 上 泉 駅 か ら 徒 歩 約 １ ５ 分  

〇 Ｊ Ｒ 両 毛 線  

前 橋 駅 か ら 約 ６ ㎞ 、 車 で 約 １ ５ 分  

未 来 学 園  

上 泉  

三 俣  
片 貝  

赤 坂  

ゴ ル フ  
練 習 場  

至 桐 生  

至 市 街  

Ｊ Ａ  

木 瀬 支 所  
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【配置 図】  
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 (５) 公募ス ケジ ュール  

   公 募 及 び 売 却 先 決 定 の ス ケ ジ ュ ー ル は 、 次 の と お り で す 。 な お 、 関係

様式は 、「 様式 集 （ 本要項 Ｐ27 以 降）」に定 め る とお り です。  

事 業 者 公 募 要 項 の 配 付  
令 和 ４ 年 8 月 ２ ４ 日 (水 )～  

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ８ 日 (水 ) 

現 地 見 学 会  
令 和 ４ 年 9 月 ７ 日 （ 水 ） ～ ９ 日 （ 金 ）  

（ 詳 細 は 本 要 項 Ｐ 1５ に 記 載 ）  

質 問 受 付 期 間  

※ 質 問 に 対 す る 回 答 は ９ 月 ２ ２ 日

（ 木 ） ま で に 随 時 Ｈ Ｐ に 公 表 し ま す 。 

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ４ 日 (水 )～  

令 和 ４ 年 ９ 月 １ ４ 日 (水 )  

応 募 登 録 申 請 期 間  
令 和 ４ 年 ９ 月 ５ 日 (月 )～  

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ８ 日 (水 ) 

企 画 提 案 書 等 提 出 期 間  
令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ８ 日 (水 )～  

令 和 ４ 年 １ ０ 月 １ ２ 日 (水 ) 

一 次 審 査  (書 類 審 査 )結 果 通 知  令 和 ４ 年 １ ０ 月 下 旬  

二 次 審 査 (プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン )  令 和 ４ 年 １ １ 月 上 旬  

優 先 交 渉 権 者 へ の 決 定 通 知  令 和 ４ 年 １ １ 月 中 旬  

優 先 交 渉 権 者 と の 協 議 ・ 調 整  令 和 ４ 年 １ １ 月 中 旬 以 降  

訓 練 校 の 移 転  令 和 ５ 年 9 月 頃  

土 地 ・ 建 物 売 買 仮 契 約 の 締 結  令 和 ５ 年 １ ０ 月 頃  

議 会 議 決  

※ 仮 契 約 が 本 契 約 に 移 行 し ま す 。  
令 和 ５ 年 １ ２ 月  

土 地 ・ 建 物 の 引 渡 し  令 和 ６ 年 ２ 月 頃  

 ・前 橋市 条例 に 定める とこ ろに よ り、前 橋市 議会 の 議決が 必要 です 。  

 ・ 現 在 、 施 設 は 訓 練 校 と し て 使 用 し て お り 、 仮 契 約 は 訓 練 校 移 転 後 の 令和

５年１ ０月 頃を 予 定して いま す。  

・ 訓 練 校 が 移 転 に 要 す る 期 間 に よ っ て は 、 そ れ 以 降 の ス ケ ジ ュ ー ル が 後 ろ

倒しに なる 可能 性 もあり ます ので 、ご 了承く ださ い 。その 場合で あっ ても 、

売却提 案価 格の 変 更や損 害賠 償等 の 請求を する こと は できま せん 。  

 

(６) 選考 方法 等  

事業 の 優先 交 渉 権 者の 決 定に あ た っ ては 、 事業 提 案 型 公募 を 実施 し 、審
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査 の 結 果 、 最 も 優 れ た 提 案 を 行 っ た と 認 め ら れ た も の を 優 先 交 渉 権 者 と し

ます。  

 

 

３  公 募 条 件                              

(1) 活用方 針  

①  第 七次 総合 計 画との 関連 性 に 配 慮して いる こと 。  

②  市 への 経済 波 及効果 や活 性化 が 見込め るこ と。  

③  地 域住 民の 安 全安心 と 周 辺 営 農 環境の 保全 や 景 観 に配慮 して いる こ  

と。  

④  文 教 地 区 と い う 立 地 を 活 か し 、 将 来 人 材 の 育 成 や 雇 用 拡 大 に 配 慮 し

ている こと 。  

⑤  市 の財 政負 担 の縮減 に 寄 与 し て いるこ と。  

⑥  土 地・ 建物 の 適正な 管理 と円 滑 な事業 運営 が可 能 である こと 。  

 

(2) 提案に 係る 売 却 最低 価格  

    不 動 産 鑑 定 士 の 算 定 に よ る 不 動 産 鑑 定 意 見 価 格 を 基 に 、 本 事 業 者 公 募

におけ る売 却 最 低 価格を 次の とお り 定めま す。  

 

 

 

 

 

(3) 売却価 格  

売却価 格は 、「 土地 建物購 入提 案価 格 （様式 第１ ３号 ）」 にて提 案さ れ

た価格 を基 に定 め ること とし ます 。  

 

 (4) 売却 物件 の 引渡し  

①  売 却物 件の 引 渡しは 現状 有姿 と します 。  

②  動 産等 につ い て、市 が必 要と す るもの は 回 収 し ま す。  

③  事 業者 は 本 物 件に お ける 種 類 又 は品 質 （状 態 ） 等 の一 切 の契 約 不適

合を容 認す る も の であり 、土地 建物 売買契 約の 締結 後 に、市 に対し て

追完請 求権 、代金 減額請 求権 、損害 賠償請 求権 、解除 権及び その 他法

的請求 権を 行使 し ないも のと しま す 。  

売却最 低価 格  147,114,000 円（ 税 込： 151,548,200 円）  

建 物   44,342,000 円 （ 税 込 ： 48,776,200 円 ）  

内 訳  土 地  102,772,000 円  
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(5) 提案事 業の 実 施  

提案事 業は 売買 契 約の締 結後 に実 施 するこ とと しま す （ただ し、引き

渡し は 令和 ６ 年 ２ 月頃 を 予定。）。 提 案事 業 は売 買 に 伴 う引 渡 しか ら ２年

以内 に 開始 す る こ とと し てく だ さ い 。な お 、事 業 開 始 日か ら １０ 年 以内

に提 案 事業 の 内 容 を変 更 又は 提 案 事 業に 加 えて 新 た な 事業 を 実施 し よう

とする とき は、 事 前に書 面に より 市 の承諾 を得 てく だ さい。  

 

 (6) 転売  

事業開 始日 から １ ０年以 内に 転売 す る場合 は、事 前に 書面に より 市 の

承諾を 得て くだ さ い 。  

 

 (7) 調査 協力 と 活動報 告  

市 は、 事 業 者 が提 案 内容 に 沿 っ た活 動 をし て い る か、 提 案事 業 の 開始

から １ ０年 を 経 過 する ま での 間 に お いて 、 市が 必 要 と 認め る とき に 調査

でき る もの と し ま す。 こ の場 合 、 事 業者 は これ に 協 力 しな け れば な りま

せん。  

 

 (8) 違約 金  

市は、 事業 者が 上 記「３(5)」、「 ３(6)」の条件 に違 反し た場合 、 売 買

代金 の １０ 分 の １ に相 当 する 額 を 違 約金 と して 徴 収 で きる も のと し ま す 。 

 

(9) 設計・ 施工 条 件  

事業者 は売 買 に 伴 う引渡 し 後、 事業 に向け た施 設整 備 等を行 う場 合は 、

関係法 令や 条例 等 を遵守 して くだ さ い。  

 

(10) 工事施工 事業 者の選 定  

市公契 約基 本条 例 第２０ 条の 規定 に より 、発注 する 改修 工事等 事業 者  

選定を 行う 場合、市建設 工事 競争 入 札参加 資格 審査 を 申請し、入札 参加  

資格の 認定 を受 け て いる 市内 事業 者（ 市内に 事務 所又 は 事業所 を有 する  

もの） の活 用に 努 めるよ う配 慮し て くださ い。  

ま た 、 共 同 企 業 体 を 結 成 す る 場 合 は 市 内 事 業 者 を 参 加 さ せ る よ う 配

慮する もの と し 、市 特定建 設工 事等 共 同企業 体運 用基 準 を準用 する もの

としま す。  
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【参考 】市 ホー ム ページ リン ク先  

〇前橋 市特 定建 設 工事等 共同 企業 体 運用基 準  

https://www.city.maebashi.gunma.jp /material /f i les /group /6/A-

18youkouR0404.pdf  

 

 

４  応 募 手 続                              

(1) 公募要 項公 表か ら 質疑応 答ま で  

①  公 募要 項の 公 表  

公募 要項 等の 関係 書類 につ いて は、 令和 ４ 年 ８月 ２４ 日（ 水 ） か ら

令和４ 年 ９ 月２ ８ 日（水 ）まで 、 市 担当窓 口（ 市役所 １２階 産業 政策

課）で 直 接配 布す るほか 、市ホ ーム ページ から ダウ ン ロード でき ます 。 

https://www.city.maebashi.gunma.jp /soshiki /sangyokeizai /sangyose  

isaku /oshirase /33709.html 

②  現 地見 学  

応募希 望事 業者 向 けに 、現 地見 学会 を以下 のと おり 開 催しま す。な

お、現地 見学 会へ の参加 及び 不参 加 が 優先 交渉 権者 を 決定す るた めの

審査に 影響 する こ とはあ りま せん 。  

ア  現 地見 学会  

日  時 ：令 和４ 年 ９月 ７ 日（ 水） ～ ９日（ 金）  

※開始 日時 は事 業 者ごと に調 整 し ま す。  

会  場 ：前 橋高 等 職業訓 練校 （前 橋 市石関 町１ ２２ 番 地７）  

集  合 ：前 橋高 等 職業訓 練校 入口  

そ の 他 ： 当 日 は 直 接 来 場 し て く だ さ い 。 お 車 で お 越 し の 場 合 は 、 

敷地内 駐車 場に 駐 車して くだ さい 。  

イ  申 込方 法  

参加を 希望 され る 場合 は、令和 ４年 ９月 ２ 日（金）ま でに「現 地

見 学 会 参加 申込 書（様式第 １号 ）」に 必要事 項を 記入 の うえ 、連 絡先

E メール アドレ ス 宛て（本 要 項 P２６ に記載）に 送 付し て くださ い。

件名は 【 訓 練校 現 地見学 会申 込み 】 として くだ さい 。  

 

③  質 疑応 答  

事業者 公募 要項 等 に対す る質 疑応 答 を以下 のと おり 行 います 。  

ア  質 問受 付期 間  

https://www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/6/A-18youkouR0404.pdf
https://www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/6/A-18youkouR0404.pdf
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/sangyokeizai/sangyose
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令和 ４ 年 ８ 月 ２ ４ 日（ 水 ）か ら 令 和 ４ 年９ 月１ ４日 （ 水 ）ま で  

イ  受 付方 法  

「事業 者公 募 要 項 質問書（様式 第２ 号）」に質 問及 び必 要事項 を

記入の 上 、連絡 先 Ｅメ ー ルア ドレ ス 宛て に 送付 して く ださい 。件

名は【 訓練 校 事 業 者公募 に関 する 質 問】として くだ さ い。電話又

は口頭 によ る質 問 は受付 でき ませ ん のでご 注意 くだ さ い。  

ウ  回 答方 法  

質 問 に 対 す る回 答 は 、 令 和 ４ 年９ 月 ２ ２ 日 （ 木 ）ま で に 、 市 ホ

ームペ ージ に公 表 します 。質問 受付 期間中 であ って も 整理で きた

ものか ら随 時公 表 する予 定で す。  

な お 、 質 問 内容 も 公 表 し ま す ので 、 ア イ デ ア 保 護等 の 観 点 か ら

公表に 支障 のあ る 内容に つい ては ご 注意く ださ い。  

ま た 、 単 な る意 見 の 表 明 と 解 され る も の 等 に つ いて は 、 回 答 し

ないこ とが あり ま す。  

 

(2) 応募登 録 （ 提案 者 登録）  

   企 画 提 案 書 等 を 提 出 す る 前 に 、 事 業 者 の 資 格 基 準 を 審 査 す る た め に登

録して いた だく も のです 。  

①  応 募登 録者 の 資格  

応 募登 録 者 は 、 次 に 掲げ る 全 て の 資 格 基準 を 満 た す 法 人 格を 有 し 、

日 本 国 内 で 法 人 登 録 を す る 団 体 又 は 複 数 の 団 体 か ら な る グ ル ー プ と

します 。グル ープ による 応募 の場 合 は、全 ての構 成員 が資格 基準 を満

たすも のと しま す 。  

＜資格 基準 ＞  

ア  提 案事 業の 実 施及び 施設 の管 理 運営が でき る十 分 な資金 力 、経 営

能 力 を 有し、かつ 、計画の 実現 につ いて過 去の 経歴 及 び実績 並び に

社会的 信用 を有 す る もの であ るこ と 。  

イ  納 税証 明書、 保険加 入書 類及 び 決算書 類が 適切 に 整えら れて いる

こ と 。  

ウ  地 方自 治法 施 行令 （ 昭和２ ２年 政令第 １６ 号） 第 １６７ 条の ４ で

規 定 す る 一 般 競 争 入 札 に 係 る 契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い も の

及び破 産者 で復 権 を得な い も の等 で ないこ と。  

エ  破 産法 （ 昭和 １６年 法律 第７ ５ 号） の 規定に 基づ き更生 手続 開始

の 申立 てを し、 又 は申立 てが なさ れ ている もの でな い こと。  
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オ  会 社更 生法（ 昭和２ １年 法律 第 １７２ 号）、民事 再 生法（平 成１１

年法律 第２ ２２ 号 ）等 に基づ く更 正 又は再 生手 続を 行 ってい る法 人

でない こと 。  

カ  銀 行取 引停 止 、主要 取引先 から の取引 停止 等の 事 実があ り、客 観

的に経 営状 況が 不 健全で ある と判 断 される 法人 でな い こと。  

キ  公 租公 課を 滞 納して いな いこ と 。  

ク  「 ６(1)選考 体 制」に記 載 する 審 査委員 会の 委員 が 自ら主 宰し 、又

は役員 若し くは 顧 問とな って いる 法 人 でな いこ と。  

ケ  無 差別 大量 殺 人行為 を行 った 団 体の規 制に 関す る 法律 （平 成１ １

年法律 第１ ４７ 号 ）に 基づく 処分 の 対象と なっ てい る 団体及 びそ の

構成員 に該 当し な いこと 。  

コ  本 公募 要項 の 内容及 び関 係法 令 を遵守 でき るこ と 。  

サ  複 数 の 団 体 か ら な る グ ル ー プ と し て 登 録 す る 場 合 は 、 書 面 に よ り

定 め 、 代 表 の 団 体 を 設 定 す る こ と と し 、 こ の 代 表 団 体 は 法 人 格 を 有

す る も の と し ま す 。 た だ し 、 応 募 登 録 者 の 要 件 を 満 た さ な い 団 体 等

が 含 ま れ る グ ル ー プ は 登 録 不 可 と し ま す 。 ま た 、 同 一 の 団 体 等 が 複

数 の グ ル ー プ に 属 し て 登 録 す る こ と 及 び 別 途 単 独 で 登 録 す る こ と は

不可と しま す。  

 

②  応 募登 録 申 請  

事 業者 公 募 へ の 参 加 を希 望 す る 団 体 又 はグ ル ー プ は 、 応 募登 録 を 行

ってく ださ い。な お、応 募登録 後に 企画提 案書 等を 提 出でき ない 等の

事例が 発生 した 場 合につ いて、 応募 登録を 行っ た事 業 者が不 利益 な 取

扱を受 ける こと は ありま せん 。  

ア  受 付期 間  

令和４ 年 ９ 月５ 日 （月 ） から 令和 ４ 年９ 月 ２８ 日（ 水 ）まで  

イ  受 付時 間  

土日祝 日を 除く 、 平日の ８時 ３０ 分 から １ ７時 １５ 分 まで  

ウ  受 付方 法  

次 の 「 エ  応 募 登 録 書 類 」を 、 市 担 当 者 ま で持 参 又 は 郵 送 に より

提出し てく ださ い 。郵送の 場合 には 、配達証 明付 書留 郵便と し ９ 月

２ ８ 日（ 水 ）必着 としま す。そ の場 合、事 前に郵 送提 出の旨 を市 担

当 者 ま で連 絡し て くださ い。  

エ  応 募登 録書 類  



 

18 

 

次に掲 げた 各 書 類 を６ 部（１ 部原 本 、５ 部写し ）提出 してく ださ

い 。グル ープ とし て登録 する 場合 は 、全ての 団体 等に ついて 書類 を

提出し てく ださ い 。書類 は、Ａ４ 版 縦方向 長辺（ Ａ ３ 版はＡ ４ 版 に

折 込 み ） と し て く だ さ い 。 ま た 、 イ ン デ ッ ク ス を 付 け て く だ さ い 。 

(ｱ) 応募登 録申請 書（様 式 第 ３号 ）  

(ｲ) 応募団 体の概 要（様 式第 ４号 ）  

(ｳ) 資格基 準を満 たす旨 の誓 約書 及 び調査 同意 書 （ 様 式第 ５ 号）  

(ｴ) 定款、 規約そ の他こ れら に類 す る書類  

(ｵ) 法人登 記 の履 歴 事項 全部 証明 書  

(ｶ) 納税証 明書 （ 現在ま でに 、国 税 、 都道 府県 税、 市 町村税 、消 費

税及び 地方 消費 税 、法人 税 等 の未 納 税額が ない こと の 証明 ）  

(ｷ) 労働保 険、 社 会保険 の加 入を 確 認でき る書 類（ 各 保険料 領収 書

の写 し ）  

(ｸ) 決算書 類（ 最 近期 ３ 年分 の貸 借 対照表 、損 益計 算 書、 キ ャッ シ

ュフロ ー 計 算書 ）  

※(ｵ)、(ｶ)につい ては、 発行 後３ か 月以内 のも の。  

※(ｶ)につ いて は、 本店等 所在 の自 治 体及び 税務 署で 交 付され たも の。  

※ 応 募 登 録 書 類 と し て 、 必 要 に 応 じ て 追 加 書 類 の 提 出 を 求 め る 場 合 が あ

ります 。  

 

  ③  応 募登 録 者の変 更  

    応 募登 録 申請 書（ 様式 第３ 号（グル ープ 応募 用））に記 載す る代 表団

体 及 び グ ル ー プ を 構 成 す る そ の 他 団 体 等 の 変 更 は 、 原 則 と し て 認 め ま

せ ん 。 た だ し 、 市 が や む を 得 な い と 判 断 し た 場 合 、 変 更 を 認 め る こ と

があり ます 。  

 

④  資 格審 査及 び 結果通 知  

応 募登 録 申 請 者 は 、 応募 登 録 書 類 に 基 づく 資 格 審 査 を 経 て登 録 さ れ

ます。 資格 審査結 果につ いて は、市 担当者 から 応募 登 録申請 者 （ グル

ープの 場合 は代 表 団体） に連 絡し ま す。  

 

⑤  応 募登 録の 取 消  

次 に掲 げ る 事 項 に 該 当す る 場 合 は 、 応 募登 録 を 取 り 消 し ます 。 こ の

場合、応 募登 録を 取り消 され た も の による 事業 提案 は 無効に なり ます 。 
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ア  「 ①  応 募登 録者の 資格」 で定 める資 格基 準を 満 たさな くな った  

場 合  

イ  申 請内 容に 虚 偽や重 大な 変更 等 があっ た場 合  

 

⑥  応 募登 録の 辞 退  

応 募登 録 者 は 、 応 募 申込 み （ 企 画 提 案 書等 の 提 出 ） 前 で あれ ば 、 登

録を辞 退す る こ と ができ ます。 その 際は 、 市担当 者ま で連絡 して くだ

さい。  

 

⑦  公 募要 項の 承 諾  

応募登 録書 類の 提 出をも って 本公 募 要項の 記載 内容 を 承諾し たも の  

とみな しま す。  

 

⑧  そ の他  

応 募登 録 書 類 は 返 却 しま せ ん 。 ま た 、 応募 登 録 を 取 消 又 は辞 退 し た

場合で あっ ても 返 却しま せん 。  

 

(3) 応募申 込み （企 画 提案書 等 提 出）  

  資 格審 査を 経 た応募 者か ら 企 画 提案書 等の 提出 を 受ける もの です 。  

①  応 募者 の資 格  

応募者 は、上 記「 (2)応募 登録」によ る登録 者と しま す 。なお 、登 録

内容に 変更 が生 じ る場合 は、 企 画提 案書等 を提 出す る 前に市 担当 者と

協議を して くだ さ い。  

②  応 募手 続  

企画提 案書 等 を 次 のとお り受 け付 け ます。  

ア  受 付期 間  

令和４ 年 ９ 月２ ８ 日（ 水 ）か ら 令 和 ４年 １ ０月 １２ 日 （水 ） まで  

イ  受 付時 間  

土日祝 日を 除く 、 平日の ８時 ３０ 分 から １ ７時 １５ 分 まで  

ウ  受 付方 法  

次の「エ  応 募書 類 」を、市担 当者 ま で持参 又は 郵送 に より提 出し

てくだ さい。郵送 の場合 には、配達 証明付 書留 郵便 と し １０ 月１ ２

日（水）必着 とし ます。その場 合、事前に 郵送 提出 の 旨を市 担当 者

まで連 絡し てく だ さい。  
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エ  応 募書 類  

次に掲 げた 各書 類 につい て、(ｱ)は１ 部、(ｲ)、(ｳ)は各 １０ 部 提出  

し て く だ さ い。 (ｲ)、(ｳ)に つ い て は 、 Ａ ４ 版 縦 方 向長 辺 （ Ａ ３ 版 は

Ａ ４ 版 に折 込み ）として くだ さい 。また、イン デッ ク スを付 けて く

ださい 。 (ｳ)は任意 提出と なり 、必 須 ではあ りま せん 。  

(ｱ) 応募申 込書（ 様式第 ６ 号 ）  

(ｲ) 企画提 案書  

※「 ５  企 画提 案書 作成要 領」 に沿 っ て作成 して くだ さ い。  

(ｳ) 応募団 体の概 要を記 載 し たパ ン フレッ ト 等 （任 意 様式 ）  

 

③  禁 止事 項  

企画提 案に つい て は、１団 体又 は１グ ループ につ き１ 提 案とし ます 。

複数の 提案 はで き ません 。  

 

④  応 募の 取消  

次に掲 げる 事項 に 該当す る場 合は 、 応募を 取り 消し ま す。  

ア  上 記「 ③ 禁止 事項」 に該 当する など、 公募 要項に 定める 手続 を 遵

守 し な い場 合  

イ  応 募内 容に 虚 偽や重 大な 変更 等 があっ た場 合  

 

⑤  応 募書 類の 差 替え  

応募書 類、その 他 応募者 から 提出 さ れた書 類の 内容 変 更及び 差替 え

は 原 則 と し て 認 め ま せ ん 。 た だ し 、 や む を 得 な い 理 由 （ 正 当 な 理 由 ）

がある と市 が判 断 した場 合に は、内 容変更 及び 差替 え を認め るこ とが

ありま す。  

 

⑥  応 募の 取下  

応募の 取下 は応 募 書類を 提出 した 後 におい ては 原則 と して認 めま せ  

ん。た だし、 やむ を得な い理 由（正 当な理 由） がある と市が 判断 した

場合に は、応 募書 類を提 出し た後 で あって も応 募の 取 下を認 める こと

があり ます 。 その 際 は 、「応 募取 下届 （様式 第 ７ 号）」に 必要事 項を 記

入の上 、市担 当 者 まで持 参 、メ ール 又は郵 送に より 提 出して くだ さい 。

メール 、郵 送の 場 合には 、事 前に 連 絡して くだ さい 。  
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⑦  そ の他  

ア  応 募書 類の 取 扱  

提 出 さ れた 応 募 書 類 は 返 却し ま せ ん 。 ま た 、応 募 を 取 り 下 げ た場

合であ って も返 却 しませ ん。なお 、提出さ れた 書類 は 、原則 とし て

情報公 開の 対象 と はなら ない 法人 情 報とし て扱 いま す 。  

イ  費 用負 担  

応募書 類の 作成 及 び 提出 に関 して 必 要とな る費 用は 応 募者の 負担  

としま す。  

 

 

５  企 画 提 案 書 作 成 要 領                        

「４(3)応募申 込み 」にて提 出す る応 募書類（ 企画 提案 書）は、次 のと お り

作成し てく ださ い 。  

(1) 企画提 案書  

①  基 本的 な考 え 方（様 式第 ８号 ） Ａ３横 版３ 枚以 内  

本 事業 に お け る 事 業 名称 、 目 的 ・ 理 念 及び 活 用 事 業 の 概 要等 を 記 載

してく ださ い。  

 

②  土 地・ 建物 利 用計画 書 （ 様式 第 ９ 号）  Ａ ３ 横 版 ３枚以 内  

ア  土 地・ 建物 の 利用計 画 （ 営業 日 、営業 時間 、 事業 の実施 体制 、 将

来的な 管理 運営 等 ）を記 載し てく だ さい。  

イ  そ の 他 土 地 ・ 建 物 利 用 計 画 を 説 明 す る た め に 必 要 な 事 項 （ 写 真 、

イメー ジ 等 ）が あ れば記 載し てく だ さい。  

※ 様式 を参 考に 、 任意の 形式 で提 出 しても 構い ませ ん 。  

 

③  事 業開 始ま で のスケ ジュ ール （ 様式第 １０ 号）  Ａ３横 版１ 枚  

引き 渡し 後の 施設 整備 の設 計期 間、 工事 期間 、各 種申 請に 要す る 予

定期間 等、事 業開 始まで のス ケジ ュ ール 及 び 実 施体 制 等 を記 載し てく

ださい 。  

※様式 を参 考に 、 任意の 形式 で提 出 しても 構い ませ ん 。  

 

④  収 支計 画等  

引 き渡 し 後 の 事 業 運 営、 ま た 土 地 ・ 建 物利 用 計 画 に 係 る 整備 費 等 を

含めた 初期 投資 の 資金計 画及 び 事 業 開始３ 年間 の 収 支 計画 、土 地建物
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購入提 案価 格 を 記 載して くだ さい 。  

ア  土 地・建物 利 用計画 に係 る資 金 計画（初 期投資 ）（ 様式第 １１ 号 ）

Ａ ４ 縦 版 １ 枚  

イ  事 業年 度ご と の収支 計画 （様 式 第 １２ 号） Ａ３ 横 版２枚 以内  

ウ  土 地建 物購 入 提案価 格（ 様式 第 １３号 ） Ａ ４縦 版 １枚  

 

 

６  選 考 （ 優 先 交 渉 権 者 の 決 定 ）                     

(1) 選考体 制  

市 は、 優 れ た 提案 内 容の 応 募 者 を選 定 する た め 、 外部 委 員及 び 市 職員

により 構成 され る 審査委 員会 を設 置 します 。  

な お、 審 査 委 員会 の 委員 名 に つ いて は 、 公 正 な 審 査に 影 響を 与 え る行

為を防 止す るた め 、 非公 開 と しま す 。  

(2) 審査委 員会 の運 営  

審 査委 員 会 に よる 審 査は 、 応 募 者の ノ ウハ ウ 保 護 等の 観 点か ら 、 非公

開とし ます 。ま た 、議事 内容 も非 公 開とし ます 。  

 

(3) 優先交 渉権 者の 決 定方法  

次のと おり 審査 を 実施し ます 。  

①  一 次審 査（ 結 果通知 郵送 予定 ： １０月 下旬 ）  

ア  書 類審 査  

イ  全 ての 応募 者 に結果 を書 面に よ り通知 しま す。  

 

②  二 次審 査（ プ レゼン テー ショ ン ・ヒア リン グ予 定 ： １１ 月上 旬）  

ア  プ レゼ ンテ ー ション 及び ヒア リ ング審 査  

イ  一 次審 査通 過 者につ いて 、二次 審査を 実施 しま す 。二 次審 査で は、

順位を 決定 し、最 高順位 の応 募者 を 優先交 渉権 者と し て決定 しま す。 

ウ  二 次審 査の 詳 細につ いて は、一 次審査 を通 過し た 応募者 に別 途連

絡しま す。  

 

(4) 優先交 渉権 者等 の 選考結 果の 通知 及 び公表  

二 次審 査 の 結 果に つ いて は 、 二 次審 査 を実 施 し た 応募 者 に書 面 に より

通知 す ると と も に 、 事 業 提案 者 と 協 議の 上 、 市 の ホ ー ムペ ー ジで 概 要を

公表 し ます 。 な お 、審 査 結果 に 関 す る問 合 せ及 び 異 議 につ い ては 受 け付
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けま せ ん。 審 査 の 結果 、 優先 交 渉 権 者と な った 場 合 で も、 そ の後 の 協議

が整わ なか った 場 合は、 次順 位の も のを交 渉権 者 と し ます  

 

(5) 審査方 針及 び審 査 項目  

提 案内 容 に つ いて 、 次の 審 査 方 針及 び 審査 項 目 に 基づ き 審査 を 行 いま

す。  

①  審 査方 針  

応募さ れた 提案 の 審査は 、以 下の項 目 を基本 とし て、具 体 的には「 ②

審査項 目 」 に基 づ き行う もの と し ま す。  

ア  第 七次 総合 計 画との 関連 性 に 配 慮して いる こと 。  

イ  市 への 経済 波 及効果 や活 性化 が 見込め るこ と。  

ウ  地 域住 民の 安 全安心 と周 辺営 農 環境の 保全 や景 観 に配慮 して いる  

こと 。  

エ  文 教 地 区 と い う 立 地 を 活 か し 、 将 来 人 材 の 育 成 や 雇 用 拡 大 に 配 慮

してい るこ と。  

   オ  市の 財 政負担 縮減 に 寄 与 してい るこ と。  

   カ  施設 の 適正な 管理 と円 滑 な事業 運営 が可 能 である こと 。  

 

②  審 査項 目  

審査項 目及 び審 査 基準を 次の 表に 示 します 。  

審 査 項 目  審 査 基 準  

内 容 評 価  

基 本 事 項  ・ 将 来 都 市 像 で あ る 「 新 し い 価 値 の 創 造 都 市 ・ 前 橋 」 の 具

現 化 に 寄 与 す る 内 容 で あ る こ と  

・ 公 募 要 項 を 理 解 し た 内 容 で あ る こ と  

活 用 内 容  ・ 必 要 性 が 高 い も の で あ る こ と  

・ 活 用 事 業 に よ り 周 辺 地 域 や 市 全 体 へ の 経 済 波 及 効 果 や 活

性 化 が 見 込 め る 内 容 で あ る こ と  

・ ・ 文 教 地 区 で あ る こ と へ の 配 慮 が あ り 、 周 辺 施 設 と の 調 和

が 取 れ て い る こ と  

地 域 貢 献  ・ ・ 文 教 施 設 集 積 地 と い う 立 地 を 活 か し た 内 容 で あ る こ と 。  

・ ・ 地 域 住 民 の 安 全 ・ 安 心 、 営 農 環 境 等 に 配 慮 し て い る こ と  

・ 将 来 人 材 の 育 成 や 雇 用 拡 大 に 配 慮 し て い る こ と  

確 実 性 評 価  

事 業 ス ケ ジ

ュ ー ル  
・ ・ 事 業 開 始 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル 、 実 施 体 制 が 妥 当 で あ る こ

と  
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・ ・ 事 業 開 始 に 必 要 な 改 修 費 等 の 資 金 計 画 が 妥 当 で あ る こ と  

・ ・ 事 業 開 始 ま で に 必 要 な 申 請 等 の 手 続 に 見 通 し が 立 っ て い

る こ と  

事 業 運 営 の

確 実 性 及 び  

継 続 性  

・ 事 業 開 始 後 の 収 支 計 画 が 妥 当 で あ る こ と  

・ 活 用 事 業 を 行 う に ふ さ わ し い 体 制 を 有 し て い る こ と  

・ 事 業 継 続 の た め に 必 要 な 財 務 基 盤 が 整 っ て い る こ と  

価 格 評 価  
・ 土 地 建 物 購 入 提 案 価 格 等 が 市 の 財 政 負 担 縮 減 に 寄 与 し て

い る こ と  

(6) 資格 の喪 失  

次のい ずれ かに 該 当する 場合 、応募 者は、 審査 を受け る資格 、優 先交  

渉権者 とな る資 格 を喪失 する もの と します 。  

ア  「 ４(2)①応募 登録者 の資 格」 を 満たさ なく なっ た 場合  

イ  提 出書 類に 虚 偽の記 載が あっ た 場合  

ウ  公 正な 審査 に 影響を 与え る行 為 があっ た場 合  

エ  他 の 応 募 者 の 提 案 を 妨 害 す る な ど 、 手 続 の 遂 行 に 支 障 を き た す 行 為

があっ た場 合  

オ  業 務を 遂行 す るにあ た り 、企 画、資金調 達、設計 、工 事並び に経 営及

び管理 運営 等 に 支 障があ る場 合  

 

 

７  契 約 方 法 等                             

(1) 契約締 結  

優先交 渉権 者の 決 定後、 市と優 先交 渉権者 の協 議が 整 った後 に、土 地

建物 売 買仮 契 約 を 締結 し ます 。 な お 、建 物 価格 に は 消 費税 及 び地 方 消費

税が加 算さ れま す 。  

 

(2) 費用負 担  

上 記 (1)の 契 約 締 結 及 び 履 行 に 関 し て 必 要 な 費 用 は 、 事 業 者 の 負 担 と

します 。  

 

(3) 契約保 証金  

契約保 証金 は、契 約金額 の１ ０分 の １ 以上 の額 とし、 契約締 結 日 ま で  

に支 払 って く だ さ い。 契 約保 証 金 は 、 土 地 建物 代 金 に 充当 す るこ と がで

きます 。な お、 契 約保証 金に は利 息 を付し ませ ん。  
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(4) 議会の 議決  

仮契約 の締 結後 、 市議会 に議 案と し て 提出 しま す。締 結した 仮契 約は

議会 の 可決 を も っ て本 契 約と な り ま す。 議 案が 否 決 さ れた 場 合は 、 仮 契

約を 解 除す る こ と とし ま す。 な お 、 この こ とに 起 因 す る事 業 者の 損 害一

切に つ いて 、 市 は 責任 を 負わ ず 、 市 に対 し て損 害 賠 償 請求 で きな い もの

としま す。  

 

(5) 土地建 物代 金 の支払 方法  

契約書 に定 める 期 日まで に市 が発 行 する納 入通 知書 に より 、契 約保証

金を除 いた 全額 を 一括で 納入 して く ださい 。  

 

(6) 土地の 所有 権 移転登 記  

支払い が完 了し た 後、市 が 土地 の 所 有権移 転登 記を 行 います 。登録 免

許税に つい ては 事 業者の 負担 にな り ます。  

 

 

８  問 合 せ 先 一 覧                            

 

区  分  関 係 機 関  電 話 番 号  

公 募 要 項 に 関 す る こ と  
前 橋 市  産 業 経 済 部  産 業 政 策 課   

雇 用 促 進 係  
027-898-6985 

土 地 ・ 建 物 に 関 す る こ と  
前 橋 市  産 業 経 済 部  産 業 政 策 課  

雇 用 促 進 係  
027-898-6985 

都 市 計 画 に 関 す る こ と  
前 橋 市  都 市 計 画 部  都 市 計 画 課  

土 地 利 用 係  
027-898-6943 

開 発 許 可 に 関 す る こ と  
前 橋 市  都 市 計 画 部  建 築 指 導 課   

開 発 係  
027-898-6758 

建 築 確 認 手 続 に 関 す る こ と  
前 橋 市  都 市 計 画 部  建 築 指 導 課  

審 査 監 察 係  
027-898-6753 

屋外広告物・景観に関するこ と  
前 橋 市  都 市 計 画 部  都 市 計 画 課  

景 観 ・ 歴 史 ま ち づ く り 係  
027-898-6974 

埋 蔵 文 化 財 に 関 す る こ と  
前 橋 市 教 育 委 員 会 事 務 局  

文 化 財 保 護 課  埋 蔵 文 化 財 係  
027-280-6511 



 

26 

 

消 防 法 に 関 す る こ と  
前 橋 市 消 防 局  中 央 消 防 署  

地 域 安 全 係  
027-220-4519 

建築許可等に係る消防同意に関すること 
前 橋 市 消 防 局  予 防 課  

設 備 指 導 係  
027-220-4508 

水 道 に 関 す る こ と  
前 橋 市 水 道 局   

水 道 整 備 課  給 水 装 置 係  
027-898-3043 

下 水 道 に 関 す る こ と  
前 橋 市 水 道 局   

下 水 道 整 備 課  管 理 係  
027-898-3063 

電 気 に 関 す る こ と  
東 京 電 力 エ ナ ジ ー パ ー ト ナ ー (株 ) 

カ ス タ マ ー セ ン タ ー 群 馬  
0120-995-222 

ガ ス に 関 す る こ と  プ ロ パ ン ガ ス 事 業 者  現 在 契 約 な し  

 

 

９  担 当 、 受 付 窓 口                                                  

 

 
前橋市 産 業経 済部  産業政策 課  雇 用 促進係  

担  当 ： 手 嶋、 辺 見  

住  所 ： 〒 371-8601 

群馬県 前橋 市大 手 町二丁 目１ ２番 １ 号  市 庁舎 １２ 階  

電  話 ：０ ２７ － ８９８ －６ ９８ ５ （ 直 通 ）   

ＦＡＸ ：０ ２７ － ２２４ － １ １８ ８  

Ｅ－ｍ ａｉ ｌ： kougyou@city.maebashi.gunma.jp  
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様式第１号 

 

令和  年  月  日  

（あて先）前橋市長 

 

現地見学会参加申込書 
 

「前橋高等職業訓練校跡地活用事業事業者公募」に係る現地見学会に参加します。 

 

（ふりがな） 

事業者名 
 

住所（所在地）  

代表者職・氏名  

連 

絡 
先 

住  所  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

電子メールアドレス  

担当者部署・職氏名  

 参加可能日 
※複数選択可 

令和４年９月７日（水） ・ ８日（木） ・ ９日（金） 

参加予定人数 人 

 

※参加可能な日程をすべて選択してください。後日、市担当者より日程調整の連絡をさせ

ていただきます。 

※お車でお越しの場合には、敷地内駐車場をご利用ください。なお、駐車台数に限りがご

ざいますので、当日は極力お乗り合わせでお越しください。 
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様式第２号 

 

事業者公募要項質問書 
 

 

件 名 
前橋高等職業訓練校跡地

活用事業事業者公募 
質問日 令和 年  月  日 整理Ｎｏ － 

質問者 

事業者名： 担当者部署・氏名： 

質問内容 

項 目 

（公募要項ページ・項目） 

内 容  

 

※ 質問事項は本様式一枚につき一問とし、質問者の意図が明確に伝わるようにしてください。 
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様式第３号（単独応募用） 

令和 年 月 日 

 

（あて先）前橋市長 

 

応募登録申請書 
 

「前橋高等職業訓練校跡地活用事業事業者公募」に応募登録したいので、申請します。 

 

 

【事業者名】 

住所（所在地）                                

商号又は名称                                 

代表者                                    

 職・氏名                                   

 

【事務担当責任者の連絡先】 

部署                                     

職・氏名                                    

 電話番号                                   

 ＦＡＸ番号                                  

電子メール アドレス                              
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様式第３号（グループ応募用） 

令和 年 月 日 

 

（あて先）前橋市長 

 

応募登録申請書 
 

「前橋高等職業訓練校跡地活用事業事業者公募」に応募登録したいので、申請します。 

 

【代表事業者名】 

住所（所在地）                                

商号又は名称                                 

代表者氏名                                  

 

【事務担当責任者の連絡先】 

部署                                     

職・氏名                                   

電話番号             ＦＡＸ番号               

電子メールアドレス                              

 

【グループ構成事業者】 

 商号又は名称 

所在地 

代表者職・氏名 

 

分野 

代表企業名   

企業名   

企業名   

企業名   

企業名   
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様式第４号 

 

応募団体の概要 
 

 

事業者名  

代表者職氏名  

設立年月日 年  月  日 

資本金 円 

従業員数 総数   人（うち非常用従業員   人） 

主たる業務内容  

事業経歴 

※主な経歴を記載

してください 

 

主要取引先  

 

※１枚で収まらない場合は、改行して複数枚として提出しても構いません。 

※応募団体の概要を紹介したパンフレット等を提出しても構いません。 

※グループとして応募する場合には、全ての構成企業について提出してください。 
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様式第５号 

令和  年  月  日  

（あて先）前橋市長 

 

資格基準を満たす旨の誓約書及び調査同意書 

 

住所（所在地）                 

商号又は名称                  

代表者職・氏名                 

 

前橋高等職業訓練校跡地活用事業事業者公募への応募登録にあたり、下記の参加基準をすべて満た

すことを誓約します。また、下記の事項につき関係機関に市が調査照会することを同意します。 

記 

ア）提案事業の実施及び施設の管理運営ができる十分な資金力、経営能力、優れた企画力、技術力を有し、かつ、計画の実

現について過去の経歴及び実績並びに社会的信用を有する者であること。 

イ）納税証明書、保険加入書類及び決算書類が適切に整えられていること。 

ウ）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 で規定する一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及

び破産者で復権を得ないもの等でないこと。 

エ）破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定に基づき更生手続開始の申立てをし、又は申立てがなされているものでないこと。 

オ）会社更生法（昭和 21 年法律第 172 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 222 号）等に基づく更生又は再生手続を行っている法

人でないこと。 

カ）銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状況が不健全であると判断される法人でない

こと。 

キ）公租公課を滞納していないこと。 

ク）「５(1)選考体制」に記載する「前橋高等職業訓練校跡地活用事業事業者公募審査委員会」の委員が自ら主宰し、又は役

員若しくは顧問となっている営利法人その他の営利組織でないこと。 

ケ）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）に基づく処分の対象となっている団体及び

その構成員に該当しないこと。 

コ）公募要項の内容及び関係法令を遵守できること。 

※グループとして応募する場合には、全ての構成企業について提出してください。 

発行責任者及び担当者 

・発行責任者                 （電話番号） 

・担 当 者                 （電話番号） 
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様式第６号（単独応募用） 

令和 年 月 日 

 

（あて先）前橋市長 

 

応募申込書 
 

事前に応募登録している「前橋高等職業訓練校跡地活用事業事業者公募」に必要書類を

添えて、応募します。 

 

【事業者名】 

住所（所在地）                                

商号又は名称                                 

代表者職・氏名                                

 

【事務担当責任者の連絡先】 

部署                 職・氏名                

電話番号               ＦＡＸ番号               

電子メールアドレス                              

 

【添付書類チェックリスト】※（ ）内は様式番号 

応募申込書(6)  土地・建物利用計画に係る資金計画(11) 
 

基本的な考え方(8)  事業年度ごとの収支計画(12) 
 

土地・建物利用計画書(9)  土地・建物購入提案価格(13) 
 

事業開始までのスケジュール(10)  
応募者概要を記したパンフレット等 

（任意様式） 
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様式第６号（グループ応募用） 

令和 年 月 日 

 

（あて先）前橋市長 

 

応募申込書 
 

事前に応募登録している「前橋高等職業訓練校跡地活用事業事業者公募」に必要書類を

添えて、応募します。 

 

【代表事業者名】 

住所（所在地）                                

商号又は名称                                 

代表者氏名                                  

【事務担当責任者の連絡先】 

部署                職・氏名                 

電話番号            ＦＡＸ番号                 

電子メールアドレス                              

【グループ構成事業者】 

 商号又は名称／所在地／代表者職・氏名 分野 

代表企業名   

企業名   

企業名   

企業名   

企業名   

【添付書類チェックリスト】※（ ）内は様式番号 

□ 応募申込書(6)     □ 基本的な考え方(8)     □ 土地・建物利用計画書(9) 

□ 事業開始までのスケジュール(10)     □ 土地・建物利用計画に係る資金計画(11) 

□ 事業年度ごとの収支計画(12)     □ 土地・建物購入提案価格(13)   

□ 応募者概要を記したパンフレット等（任意様式）
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様式第７号（単独応募用） 

令和 年 月 日 

 

（あて先）前橋市長 

 

応募取下届 
 

「前橋高等職業訓練校跡地活用事業事業者公募」の応募申込みを取り下げたいので届け出

ます。 

 

【事業者名】 

住所（所在地）                                

商号又は名称                                 

代表者職・氏名                                

 

【事務担当責任者の連絡先】 

 部署                                     

 職・氏名                                   

 電話番号                           ＦＡＸ番号                 

電子メール アドレス                              

 

【取下理由】※取下に至った理由を詳細に記載してください。 
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様式第７号（グループ応募用） 

令和 年 月 日 

 

（あて先）前橋市長 

 

応募取下届 
 

「前橋高等職業訓練校跡地活用事業事業者公募」の応募申込みを取り下げたいので届け出

ます。 

 

【代表事業者名】 

住所（所在地）                                

商号又は名称                                 

代表者氏名                                  

【事務担当責任者の連絡先】 

部署                職・氏名                 

電話番号            ＦＡＸ番号                 

電子メールアドレス                              

【グループ構成事業者】 

 商号又は名称 

所在地 

代表者職・氏名 

 

分野 

代表企業名   

企業名   

企業名   

企業名   

企業名   

【取下理由】※取下に至った理由を詳細に記載してください。 
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様式第８号 

基本的な考え方 
 

団体またはグループ名  

(1)事業名称 ※仮称で構いません 

 

(2)事業の目的・理念 

 

(3)活用事業の概要 

※公募要項Ｐ２３～２４審査項目の「基本事項」「活用内容」「地域貢献」に関する審査基準の各項目に即した考え方も記載 

 

・Ａ３横版３枚以内で作成してください。 

・この注意書きは応募時には削除してください。 
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様式第９号 

土地・建物利用計画書 
 

団 体 名  

利用計画（営業日、営業時間、事業の実施体制、将来的な管理運

営の方針など） 

土地・建物利用の計画図 

※その他（写真・イメージ等） 

・Ａ３横版 1枚で作成してください。 

・この注意書きは応募時には削除してください。 
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様式第１０号 

事業開始までのスケジュール 
 

団体またはグループ名  

※土地・建物の引渡し以降の施設整備の設計期間、工事期間、各種申請に要する予定期間等、事業開始までのスケジュール及び実施

体制を記載 

・収支計画に合致するように注意してください。 

・Ａ３横版 1枚で作成してください。 

・この注意書きは応募時には削除してください。 
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様式第１１号 

 

土地・建物利用計画に係る資金計画（初期投資） 
 

団体またはグループ名  

 

資金計画（当初事業費概算内訳） 資金調達計画 

項目 金額（千円） 項目 調達先 金額（千円） 

設計・監理費  出資金   

内装工事費  借入金   

設備工事費  自己資金   

その他関連工事費  保証金   

什器・備品購入費  その他   

公租公課     

人件費     

○○費     

○○費     

     

     

合 計  合 計  

 

※当初事業費概算額に関して、出資金、借入金等の調達方法を記載してください。必要に

応じて項目追加等を行ってください。

・Ａ４縦版１枚で作成してください。 

・この注意書きは応募時には削除してください。 
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様式第１２号 

事業年度ごとの収支計画 

団体またはグループ名  

【収入計画（単位：千円）】 

項 目 
１年目 ２年目 ３年目以降 

金額 積算等 金額 積算等 金額 積算等 

(1)       

(2)       

(3)       

(4)       

【支出計画（単位：千円）】 

項 目 
１年目 ２年目 ３年目以降 

金額 積算等 金額 積算等 金額 積算等 

(1)建物維持管理費       

(2)修繕費       

(3)人件費       

(4)公租公課       

(5)支払利息       

(6)損害保険料       

(7)売上原価       

(8)借入金返済額       

       

・Ａ３横版２枚以内で作成してください。 

・この注意書きは応募時には削除してください。 
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様式第１３号（単独応募用） 

令和  年  月  日  

（あて先）前橋市長 

 

土地建物購入提案価格 
 

【事業者名】 

住所（所在地）                                

商号又は名称                                 

代表者職・氏名                                

 

【事務担当責任者の連絡先】 

 部署                                     

 職・氏名                                   

 電話番号                           ＦＡＸ番号                 

電子メール アドレス                              

 

 

 

「前橋高等職業訓練校跡地活用事業事業者公募」について、下記の価格にて購入すること

を提案します。 

 

 

土地建物購入提案価格 

※消費税及び地方消費税を除いた額 

 

円 
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様式第１３号（グループ応募用） 

令和  年  月  日  

（あて先）前橋市長 

 

土地建物購入提案価格 
 

【代表事業者名】 

住所（所在地）                                

商号又は名称                                 

代表者氏名                                  

【事務担当責任者の連絡先】 

部署                職・氏名                 

電話番号            ＦＡＸ番号                 

電子メールアドレス                              

【グループ構成事業者】 

 商号又は名称 

所在地 

代表者職・氏名 

 

分野 

代表企業名   

企業名   

企業名   

企業名   

企業名   

 

「前橋高等職業訓練校跡地活用事業事業者公募」について、下記の価格にて購入すること

を提案します。 

 

土地建物購入提案価格 

※消費税及び地方消費税を除いた額 

 

円 
 


